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第２回智頭町議会臨時会会議録 

 

                        平成２７年７月２４日開議 

１．議 事 日 程 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．会期の決定 

 第 ３．諸般の報告 

 第 ４．議案第６７号 訴えの提起について 

 第 ５．報告第 ４号 法人の経営状況について 

 第 ６．常任委員会委員の選任 

 第 ７．議会運営委員会委員の選任 

 第 ８．閉会中の継続調査の申し出について 

 追 加 

 第 １．議長の辞職 

 第 ２．議長の選挙 

 第 ３．副議長の選挙 

 第 ４．議席の一部変更 

第 ５．鳥取県東部広域行政管理組合議会議員の選挙 

 第 ６．八頭環境施設組合議会議員の選挙 

 第 ７．鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

 第 ８．議案第６８号 智頭町監査委員の選任について 

 

１．会議に付した事件 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．会期の決定 

 第 ３．諸般の報告 

 第 ４．議案第６７号 訴えの提起について 

 第 ５．報告第 ４号 法人の経営状況について 

 第 ６．常任委員会委員の選任 

 第 ７．議会運営委員会委員の選任 

 第 ８．閉会中の継続調査の申し出について 
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 追 加 

 第 １．議長の辞職 

 第 ２．議長の選挙 

 第 ３．副議長の選挙 

 第 ４．議席の一部変更 

第 ５．鳥取県東部広域行政管理組合議会議員の選挙 

 第 ６．八頭環境施設組合議会議員の選挙 

 第 ７．鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

 第 ８．議案第６８号 智頭町監査委員の選任について 

  

１．会議に出席した議員（１２名） 

    １番 高 橋 達 也        ２番 大 藤 克 紀 

    ３番 岩 本 富美男        ４番 中 野 ゆかり 

    ５番 平 尾 節 世        ６番 谷 口 雅 人 

    ７番 岸 本 眞一郎        ８番 徳 永 英太郎 

    ９番 石 谷 政 輝       １０番 酒 本 敏 興 

   １１番 大河原 昭 洋       １２番 南     肇 

 

１．会議に欠席した議員  な し 

 

１．会議に出席した説明員（６名） 

   町 長   寺 谷 誠一郎 

   副 町 長   金 児 英 夫 

   教 育 長   長 石 彰 祐 

   総 務 課 長   葉 狩 一 樹 

   教 育 課 長   西 沖 和 己 

   山 村 再 生 課 長   上 月 光 則 

 

１．会議に出席した事務局職員（２名） 

   事 務 局 長   寺 坂 英 之 

   書 記   塚 越 奈緒子 
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開 会 午前１０時３０分 

 

開 会 あ い さ つ 

 

○議長（谷口雅人）  ただいまの出席議員は１２名であります。定数に達してお

りますので、平成２７年第２回智頭町議会臨時会を開会します。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、９番、石谷政輝議員、

１０番、酒本敏興議員を指名します。 

 

日程第２．会期の決定 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

お諮りします。本臨時会の会期は、本日一日限りとしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

よって、本臨時会の会期は、本日一日限りと決定しました。 

 

日程第３．諸般の報告 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３、諸般の報告を行います。 

監査委員から地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、平成２７年６

月分の例月出納検査報告書が提出されました。お手元に写しを配布しております

のでご了承下さい。 

次に、鳥取県東部広域行政管理組合議会臨時会が、去る７月２２日に開会され、
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６件の議案が上程され原案どおり可決されています。 

なお、議案等につきましては、議会事務局にて閲覧していただきますようお願

いします。 

次に、お手元に配布のとおり、議員派遣及び委員会派遣の結果報告書が提出さ

れておりますのでご報告いたします。 

今臨時会の説明員につきましては、７月２１日付けをもって町長及び教育長に

出席の要求をしております。 

次に、６月２３日に本会議で議決されました「人権侵害救済法及び差別禁止法

の早期制定とヘイトスピーチの禁止等に関する法の整備を求める意見書の提出に

ついて」並びに「教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはか

るための２０１６年度政府予算に係る意見書の提出について」につきましては、

関係大臣並びに衆参両院議長宛に意見書を提出しておりますのでご了承下さい。 

次に、前定例会以降、議長等の動静につきましては、お手元に配付しておりま

すので、後ほどご覧頂き、議会活動、また議員活動に資していただければと思っ

ております。 

以上で諸般の報告を終わります。 

 

日程第４．議案第６７号及び日程第５．報告第４号一括上程 

 

○議長（谷口雅人）  日程第４、議案第６７号 訴えの提起について、及び日程

第５、報告第４号 法人の経営状況についてまでを一括して議題とします。 

町長に提案理由の説明を求めます。 

寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  本日ここに、第２回臨時町議会を招集しましたところ、

議員各位には大変お忙しい中ご参集いただき誠にありがとうございます。 

本臨時議会に提案しました議案の審議をいただくにあたり、その概要を説明し

ます。 

議案第６７号、訴えの提起につきましては、智頭中学校仮設駐車場整備に伴う

損害賠償請求の訴えを提起するものです。 

報告第４号につきましては、株式会社サングリーン智頭の平成２６年度の経営

状況について報告するものです。 
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詳細につきましては主幹課長をもって説明させますので、よろしくご審議いた

だきますようお願いしまして、説明を終わります。 

○議長（谷口雅人）  提案理由の説明は終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑は、会議規則第５５条の規定により一問一答で行います。 

なお、発言時間については、会議規則第５６条の規定により議長において制限

を設けることがあります。ご承知ください。 

また、報告案件については、質疑の終了をもって、報告は終了となりますので

ご了解ください。 

日程第４、議案第６７号 訴えの提起についての補足説明を求めます。 

西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  議案書の１ページをご覧いただきたいと思います。 

議案第６７号 訴えの提起について。次のとおり訴えを提起することについて、

地方自治法第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求める。 

１、相手方。住所、鳥取県八頭郡智頭町大字智頭１０６２番地。氏名、古林太

郎。 

２、訴えの理由。町は、智頭中学校改築工事に伴う智頭中学校の仮設駐車場と

しての利用にあたり、平成２６年７月１日に相手方との間で土地の賃貸契約を締

結しました。賃貸物件につきましては、面積が１，２５０平米。また、契約期間

等におきましては、平成２６年７月１日から平成２７年３月３１日まででありま

す。賃借料につきましては月額４万円といたしまして、支払いにつきましては９

月、１２月、３月末とし、契約に基づいての支払うものとしたわけでございます。

これに関しまして、工事費用１９９万８千円を支出して、当該土地の整備を行い

ました。平成２６年８月２１日から仮設駐車場として利用してきたわけでありま

す。しかし、相手方の妨害行為により、平成２６年１０月１日から当該土地を仮

設駐車場として利用ができなくなったものであります。町は、相手方に対し、再

三にわたり当該契約の履行を要請しましたが、一向に応じなかったわけでありま

す。このため、相手方に対して損害賠償金の請求をしましたが、これに応じない

ため、相手方に対して損害賠償請求の訴えを提起するものであります。 

３、訴えの趣旨。町は、賃貸借の目的たる仮設駐車場としての利用にあたり支

出した工事費用１９９万８千円及び、妨害行為により利用できなかった期間の代
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替地の賃借料２０万円、合計２１９万８千円の損害賠償請求の訴えを提起するも

のであります。 

４、訴訟の方針。第一審判決の結果、必要があるときは上訴するものとする。 

以上であります。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  今回、仮設駐車場の設置にあたり、当事者と契約をし

たということですが、今回仮設駐車場ということですので、もし利用期間が終

われば、これはどういうことにする予定だったのでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  賃貸物件といいますのは、もとは農地でございまし

た。従いまして、農業委員会を通しまして、一次転用措置を講じたわけでござ

います。その約束事といたしましては、期間内に目的を達成した場合には、直

ちに原形復旧ということでございました。しかし、期間に置いては３年間の猶

予措置、これが付帯事項として設けられておりますので、現行におきましては、

まだその３年間の期間の途上にあるわけで、原形復旧には至っておりません。 

以上です。 

○議長（谷口雅人）  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  もし、想定どおり賃貸契約でしたときの、利用料の総

額はいくらになる予定だったのでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  月額４万円でございますので、平成２６年の７月か

ら平成２７年の３月までの間でございます。従いまして、９月かける４万円、

四九３６万円が合計金額でございます。 

○議長（谷口雅人）  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  今回の損害の想定ですが、契約が履行できなかったた

めに、新たな支出が生じたと。ま、普通に考えると、契約が履行できなかった

ために、２０万円の余分な借地料が要ったということですね。それで、これが

契約どおり行えば、かかった費用も当然、埋め立ての費用も町が持つし、復帰

も町が持つということですね。で、相手方に利用料も支払うと。ということで、
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本来なら当事者、古林さんに支払う利用料と、それが払わなくて済んで、今度

は臨時に２０万円ですね。そう見ると、そこら辺の損害の金額というものの捉

え方に少し、ちょっと理解できにくい部分があるんですが。その捉え方ですね、

損害というものの。そこら辺については、弁護士と相談した上で、こういうこ

とでしょうが、そこら辺については、どうお考えでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  町といたしましては、あくまでも目的を仮設駐車場

としての目的を達成するためには、やはり契約どおりの事案の執行が望ましい

わけであります。しかし、途中からその目的が反故にされておる、いうことに

対しての、造成した費用それから仮設に、駐車場を更に借りなければならなか

った、いうことに対しての訴えの金額というものが、先程も述べました２１９

万８千円でございます。 

もう一面は、やはりこのままこの事案を放置することはできないという、そう

いう行政としての姿勢を示すと、いうことから弁護士と相談、協議の上、この金

額をもって損害賠償請求の訴えを提起するものでございます。 

以上です。 

○議長（谷口雅人）  ７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  当然町としては、こういう契約不履行に対して毅然と

した態度をとるという部分は十分理解できます。ですが、損害の捉え方という

ものですね。従来なら、埋め立て費用とこれから発生する現状復帰費用もです

ね、この考えに立つと、本来はそれも損害費用という見方になるのではないか

なという気がするんで、現状では、まだ現状復帰していないので費用が発生し

てませんが、相手と契約で３年以内には現状復帰するんだということであれば

ね、契約の不履行で町が損害を被ったという解釈で埋め立て費用の、この１９

８万ですか、１９９万８千円が損害だと見ているなら、当然現状復帰する費用

も損害だと見ざるを得んようになるのかな。もし、あくまでもこの契約が不履

行な上に余分な出費というのは２０万円だということで、２０万円が実質的な

損害だと見るのか、これは当然、法廷の場で争われるんで、私たちがどうのこ

うの言う部分ではないかも知れませんが、そこら辺の損害の捉え方について、

しっかり詰めておいた方が、若干ちょっと理解できにくい部分があるので、そ

のことについて質問したわけです。 
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○議長（谷口雅人）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  原形に復旧する経費というものについては、本来農

業委員会との約束事の中で、原状回復する義務が当然、町の方にはあるわけで

ございます。ならば、原状回復に要する経費というものについては、これは訴

えの金額の範疇ではないと、そのような理解のもとに、訴訟の、損害賠償請求

の訴えの提起とさせていただいております。 

以上です。 

○議長（谷口雅人）  他ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

日程第５号、報告第４号 法人の経営状況についての補足説明を求めます。 

上月山村再生課長。 

○山村再生課長（上月光則）  それでは報告第４号、法人の経営状況について

説明させていただきます。お手元の資料、株式会社サングリーン智頭の決算書

報告書の３ページ目をご覧下さい。 

営業状況、平成２６年度。造林事業収入、１，１６２万４，４９４円。前年

に比べまして５７３万７，１７０円の減となっております。林産事業収入、１，

９９４万３，８６１円。めくっていただきまして４ページ目、同じく林産事業

収入５４万１，８６３円。先程の３ページ目の林産事業収入と合計いたしまし

て、２，０４８万５，７２４円。前年に比べ、２１６万９，９４１円の増とな

っております。林産品売上、１，２５８万７４４円、９１万７，００９円の増

となっております。林産品売上（造林事業）６８５万６，８４８円、前年に比

べまして２９８万８，０９６円の減となっております。その他の事業、３５５

万７，４６２円、前年に比べまして１５９万９４８円の増となっております。

総合計で５，５１０万５，２７２円でございまして、前年に比べまして４５７

万８，１１６円の減となっております。 

続きまして、５ページ目でございます。貸借対照表です。資産の部。流動資

産、預金３，２３０万５，９１４円、未収金３０４万６７３円、前払金１７１

万２，２８５円、棚卸資産林産品４１万２千円、長期前払金で５万３，０１０

円、流動資産計３，７５２万３，８８２円。固定資産。機械装置２７４万２，

１５５円、車両運搬具で５８万８，７３５円、出資金１０万円、固定資産計３
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４３万８９０円、資産合計４，０９５万４，７７２円。負債の部。流動負債、

預り金１７１万８，７９６円、未払金１９０万３，４４４円、未払法人税等１

８万２，５００円、未払消費税６７万２，１００円、流動負債計４４７万６，

８４０円、固定負債、退職給与引当金１，２４５万円、固定負債計１，２４５

万円、負債合計１，６９２万６，８４０円。資本の部。資本金１，９９０万、

積立金３５０万、前期繰越利益剰余金６４万１７６円、当期欠損金１万２，２

４４円、未処理分剰余金６２万７，９３２円、資本合計２，４０２万７，９３

２円、負債及び資本の合計４，０９５万４，７７２円でございます。 

続きまして６ページ目をご覧ください。平成２６年４月１日から平成２７年

３月３１日までの損益計算書でございます。営業総損益、収益５，５１０万５，

２７２円、費用３，６０６万７，９４７円、営業総利益１，９０３万７，３２

５円。一般管理費。給与手当等の経費が計上してございまして、合計で１，９

３４万７，５３４円でございます。営業損益、マイナス３１万２０９円。続き

まして営業外損益でございます。営業外収益５８万４６６円、営業外費用１０

万円、計４８万４６６円。経常損益１７万２５７円。特別損益、固定資産処分

損マイナス１円、法人税・住民税１８万２，５００円、税引後当期損益マイナ

ス１万２，２４４円、前期利益剰余金６４万１７６円、当期繰越利益剰余金６

２万７，９３２円。 

続きまして、７ページをお願いします。先程説明いたしました営業損益と営

業外損益の明細でございますので、内訳はこちらをご覧ください。 

続きまして、めくっていただきまして８ページをお願いいたします。剰余金

の処分についてでございます。今期末処分利益剰余金。当期欠損金マイナス１

万２，２４４円、前期繰越利益剰余金６４万１７６円、合計で６２万７，９３

２円、次期繰越利益剰余金として６２万７，９３２円、合計６２万７，９３２

円を処分しております。 

以上でございます。 

○議長（谷口雅人）  説明が終わりました。質疑はありませんか。 

２番、高橋議員。 

○２番（高橋達也）  ３ページの２番の表の一番最後、受注先の「その他」と

なっていますが、もしわかれば教えて下さい。 

○議長（谷口雅人）  上月山村再生課長。 
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○山村再生課長（上月光則）  この部のその他につきましては造林事業補助金

等ですね、やっているもの以外でございまして、受託事業でございます。当然

この場合は、その他の部分につきましては、個人等のものを扱ったということ

でございます。 

○議長（谷口雅人）  他ありませんか。 

７番、岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  ５ページの貸借対照表の中の退職給与引当金ですね。

いま現在１，２４５万で、で、次の６ページには一般管理費の中で退職給与引

当金繰入が今期はゼロだと。この、ここの退職給与の引当については、これは

どんなでしょうね。利益が出たときだけに引き当てをやってるのか、そこら辺

についてはどのような、積立に対しては、考えてるのでしょうかね。 

○議長（谷口雅人）  上月山村再生課長。 

○山村再生課長（上月光則）  この引当金の積立につきましては、理事会でも

議論されておりますが、その基準につきましては、ちょっと私いま･･･してませ

んのでお答えできませんので、調べましてまた後ほど回答させて頂きたいと思

います。 

○議長（谷口雅人）  他ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  暫時休憩をします。 

休憩 午前１０時５６分 

再開 午前１０時５６分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第４、議案第６７号 訴えの提起についての討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

これから、議案第６７号 訴えの提起についてを採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願いま
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す。 

（賛成者起立、１１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５７分 

再開 午後 １時１７分 

○副議長（南肇）  ただいまから、私が議長の職務を行います。 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

ただいま、議長 谷口雅人議員から議長の辞職願が提出されました。 

お諮りいたします。議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第１として、日

程の順序を変更し、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（南肇）  異議なしと認めます。 

よって議長の辞職の件を日程に追加し、追加日程第１として、日程の順序を変

更し、直ちに議題とすることに決定いたしました。 

 

追加日程第１．議長の辞職 

 

○副議長（南肇）  追加日程第１、議長の辞職の件を議題とします。 

地方自治法第１１７条の規定により、谷口雅人議員の退場を求めます。 

（谷口雅人議員 退席） 

○副議長（南肇）  次に、職員に辞職願を朗読させます。 

議会事務局長。 

○事務局長（寺坂英之）  朗読いたします。 

辞職願。私この度、智頭町議会議長の職を辞職いたしたく、ここにお願い申し

上げます。平成２７年７月２４日付け智頭町議会議長 谷口雅人より、智頭町議

会副議長 南肇様あて。 

以上です。 

○副議長（南肇）  お諮りします。谷口雅人議員の議長の辞職を許可すること

にご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（南肇）  異議なしと認めます。 

よって、谷口雅人議員の議長の辞職を許可することに決定しました。 

それでは、谷口雅人議員の除斥を解きます。谷口雅人議員が入場されるまでし

ばらくお待ちください。 

（谷口雅人議員 復席） 

○副議長（南肇）  暫時休憩します。 

休憩 午後 １時２０分 

再開 午後 １時２０分 

○副議長（南肇）  休憩前に引き続き、議会を再開いたします。 

ただいま議長が欠けました。 

お諮りいたします。議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２として、日程の

順序を変更し、直ちに選挙を行いたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（南肇）  異議なしと認めます。 

よって、議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２として、日程の順序を変更

し、直ちに選挙を行うことに決定いたしました。 

 

追加日程第２．議長の選挙 

 

○副議長（南肇）  追加日程第２、議長の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項により指名推選に

したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（南肇）  異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

指名についてどなたか発言お願いします。 

４番、岩本富美男議員。 

○４番（岩本富美男）  議長に、私、岩本は、南議員を推薦します。 

○副議長（南肇）  お諮りします。 



－１３－ 

４番、岩本富美男議員のご意見のとおり、副議長の私、南肇を議長の当選人と

定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（南肇）  異議なしと認めます。 

よって、副議長の私が議長に当選となりました。 

会議規則第３３条第２項の規定によって告知します。 

○新議長（南肇）  それでは、私が議長に当選いたしましたので、就任のあい

さつをさせていただきます。 

私は副議長の２年間、議会の融和をということもモットーに行動してまいりま

した。今後もこの精神は守ってまいります。先ず、智頭町議会基本条例をしっか

り検証し、議会運営を更なる向上を図りたいと思います。議員皆様の今後の活動

が、スムーズに行われるように開けた議会を目指します。今年は地方創生元年。

今、智頭町におきましては、総合戦略の真っ直中でございます。これから５年間、

智頭町の将来が決まると言っても過言ではございません。我々議会と執行部とが

しっかり切磋琢磨し、町民の安心安全、豊かな暮らしができる町を目指して努力

いたして行く覚悟でございます。どうぞよろしくお願いします。 

また、不慣れな議長という立場になりまして、皆様には多々ご迷惑をおかけす

ることがあろうかと思いますが、絶大なるご協力、ご支援を賜りますよう、お願

いをして、議長就任の決意表明といたします。ありがとうございました。 

（拍手する者あり） 

○議長（南肇）  暫時休憩します。 

休憩  午後 １時２５分 

再開  午後 １時２６分 

○議長（南肇）  再開いたします。 

ただいま、副議長が欠けました。 

お諮りします。副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第３として、日程の

順序を変更し、直ちに選挙を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって副議長の選挙を日程に追加し、

追加日程第３として、日程の順序を変更し、直ちに選挙を行うことに決定しま

した。 
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追加日程第３．副議長の選挙 

 

○議長（南肇）  追加日程第３、副議長の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項により指名推選に

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（南肇）  異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

指名についてどなたか発言お願いします。 

３番、大藤克紀議員。 

○３番（大藤克紀）  私は副議長に大河原昭洋議員を推薦いたします。 

以上です。 

○副議長（南肇）  お諮りします。 

３番、大藤克紀議員のご意見のとおり、大河原昭洋議員を副議長の当選人と定

めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（南肇）  異議なしと認めます。 

よって、大河原昭洋議員が副議長に当選となりました。 

ただいま、副議長に当選されました大河原昭洋議員が議場におられます。会議

規則第３３条第２項の規定によって告知します。 

大河原昭洋議員、副議長の当選承諾及びあいさつをお願いいたします。 

○１番（大河原昭洋）  ただいま議員の皆様からご推挙たまわり、副議長に就

任させていただくことになりました大河原昭洋でございます。伝統ある智頭町

議会の副議長であるという大任を拝し、身に余る光栄あると共に、その責任の

大きさを、痛感をしております。 

本町は著しく進行する人口減少、少子高齢化という大変厳しい時代を迎えてお

るわけでございますが、しかしこのピンチを地方創生というチャンスに変えてい

くためには、執行機関と共に議会がしっかりと機能することが求められており、

町民の皆様から更なる信頼を得られる存在感のある議会を精一杯誠心誠意目指し

てまいりたいと思います。そして、副議長の職務である議長を補佐し支えること

で、公正かつ円滑な議会運営に努めてまいる所存ですので、皆様方のご支援ご協
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力を、お願いを申し上げましてご挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

（拍手する者あり） 

○議長（南肇）  暫時休憩します。 

休憩 午後１時３０分 

再開 午後３時１０分 

○議長（南肇）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 

追加日程第４．議席の一部変更 

 

○議長（南肇）  追加日程第４、議席の一部変更を行います。 

議長、副議長の選挙に伴い、会議規則第４条第３項の規定によって、議席の

一部変更を日程に追加し、追加日程第４として、日程の順序を変更し、直ちに

議席の変更を行いたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、議席の一部変更を日程に追加

し、直ちに議席の一部変更をいたします。 

議席番号及び氏名を事務局長に朗読させます。 

事務局長。 

○事務局長（寺坂英之）  それでは申し上げます。 

１番、大河原昭洋議員を１１番席に、２番、高橋達也議員を１番席に、３番、

大藤克紀議員を２番席に、４番、岩本富美男議員を３番席に、５番、中野ゆか

り議員を４番席に、６番、平尾節世議員を５番席に、１１番、南肇議員を１２

番席に、１２番、谷口雅人議員を６番席に。以上でございます。 

○議長（南肇）  ただいま、朗読いたしましたとおり議席の変更することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」を呼ぶ者あり） 

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、ただいま朗読のとおり議席を

変更することに決定しました。 

それでは、ただいま決定いたしました議席に着席して下さい。 

（議席変更議員 議席の異動） 
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日程第６．常任委員会委員の選任について 

 

○議長（南肇）  日程第６、委員会条例第３条第１項の規定により、常任委員の

任期満了することに伴い、常任委員会委員の選任についてを議題とします。 

常任委員会の委員の選任については、委員会条例第６条第１項の規定により、

総務常任委員に高橋達也議員、大藤克紀議員、岩本富美男議員、徳永英太郎議員、

酒本敏興議員、南肇議員、民生常任委員に中野ゆかり議員、平尾節世議員、谷口

雅人議員、岸本眞一郎議員、石谷政輝議員、大河原昭洋議員、議会広報常任委員

に高橋達也議員、岩本富美男議員、谷口雅人議員、岸本眞一郎議員、大河原昭洋

議員をそれぞれ指名いたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました諸君をそ

れぞれの常任委員に選任することに決定しました。 

 

  日程第７．議会運営委員会委員の選任について 

 

○議長（南肇）  日程第７、委員会条例第４条の２第３項の規定により、議会運

営の委員の任期満了することに伴い、議会運営委員会委員の選任についてを議題

とします。 

議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第６条第１項の規定により、

議会運営委員に平尾節世議員、徳永英太郎議員、石谷政輝議員、酒本敏興議員、

大河原昭洋議員を指名したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました諸君をそ

れぞれ議会運営委員に選任することに決定しました。 

暫時休憩します。 

休憩 午後３時１５分 

再開 午後３時１５分 

○議長（南肇）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

鳥取県東部広域行政管理組合議会の議員、谷口雅人議員から、同組合議会議長

宛に辞表願を提出したところ、同組合議会議長から議員の辞職願が許可されまし
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た。 

ただいま、鳥取県東部広域行政管理組合議会の議員が欠けました。 

お諮りします。鳥取県東部広域行政管理組合議会議員の選挙を日程に追加し、

追加日程第５として、日程の順序を変更し、直ちに選挙を行いたいと思います。

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、鳥取県東部広域行政管理組

合議会議員の選挙を日程に追加し、追加日程第５として、日程の順序を変更

し、直ちに選挙を行うことに決定しました。  

 

追加日程第５ 鳥取県東部広域行政管理組合議会議員の選挙  

 

○議長（南肇）  追加日程第５、鳥取県東部広域行政管理組合議会議員の選

挙を行います。  

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定

により、指名推選としたいと思います。ご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行

うことに決定しました。  

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定

しました。 

鳥取県東部広域行政管理組合議会議員に南肇議員を指名します。  

お諮りします。ただいま、議長が指名しました南肇議員を鳥取県東部広域行

政管理組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました南肇議員

が鳥取県東部広域行政管理組合議会議員に当選されました。 

暫時休憩します。 
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休憩 午後３時１８分 

再開 午後３時１８分 

○議長（南肇）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

八頭環境施設組合議会の議員、谷口雅人議員から、同組合議会議長宛に辞表願

を提出しましたところ、同組合議会議長から議員の辞職願が許可されました。 

ただいま、八頭環境施設組合議会の議員が欠けました。 

お諮りします。八頭環境施設組合議会議員の選挙を日程に追加し、追加日程第

６として、日程の順序を変更し、直ちに選挙を行いたいと思います。ご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、八頭環境施設組合議会議員

の選挙を日程に追加し、追加日程第６として、日程の順序を変更し、直ちに

選挙を行うことに決定しました。  

 

追加日程第６．八頭環境施設組合議会議員の選挙  

 

○議長（南肇）  追加日程第６、八頭環境施設組合議会議員の選挙を行いま

す。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定

により、指名推選としたいと思います。ご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行

うことに決定しました。  

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定

しました。 

八頭環境施設組合議会の議員に南肇議員を指名します。  

お諮りします。ただいま、議長が指名しました南肇議員を八頭環境施設組合

議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました南肇議員

が八頭環境施設組合議会の議員に当選されました。 

暫時休憩します。 

休憩 午後３時２１分 

再開 午後３時２１分 

○議長（南肇）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

鳥取県後期高齢者医療広域連合議会の議員、南肇議員から、同組合議会議長宛

に辞表願を提出したところ、同組合議会議長から議員の辞職願が許可されました。 

ただいま、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会の議員が欠けました。 

お諮りします。鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を日程に追加し、

追加日程第７と、日程の順序を変更し、直ちに選挙を行いたいと思います。ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、鳥取県後期高齢者医療広域

連合議会議員の選挙を日程に追加し、追加日程第７として、日程の順序を変

更し、直ちに選挙を行うことに決定しました。  

 

追加日程第７．鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙  

 

○議長（南肇）  追加日程第７、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の

選挙を行います。  

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定

により、指名推選としたいと思います。ご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行

うことに決定しました。  

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定
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しました。 

鳥取県後期高齢者医療広域連合議会の議員に大河原昭洋議員を指名します。  

お諮りします。ただいま、議長が指名しました大河原昭洋議員を鳥取県後期

高齢者医療広域連合議会の議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました大河原昭

洋議員が鳥取県後期高齢者医療広域連合議会の議員に当選されました。 

 

追加日程第８．議案第６８号 

 

○議長（南肇）  追加日程第８、議案第６８号 智頭町監査委員の選任について

を議題とします。 

地方自治法第１１７条の規定により、中野ゆかり議員の退席を求めます。 

（中野ゆかり議員 退席） 

○議長（南肇）  提案理由の説明を求めます。 

金児副町長。 

○副町長（金児英夫）  このたび追加提案しました議案につきまして、その概要

を説明します。 

議案第６８号 智頭町監査委員の選任につきましては、委員の辞職に伴い、新

たに中野ゆかり氏を選任するため、議会の同意を求めるものです。 

詳細につきましては、主幹課長をもって説明させますので、よろしく審議いた

だきますようお願いします。 

○議長（南肇）  説明は終わりました。 

これから質疑を行います。日程第８、議案第６８号 智頭町監査委員の選任に

ついての補足説明を求めます。 

葉狩総務課長。 

○総務課長（葉狩一樹）  そういたしますと、議案書をご覧いただきたいと思

います。議案第６８号 智頭町監査委員の選任について。 

委員の辞職に伴いまして、次の者を監査委員に選任したいので、地方自治法の

規定に基づき本議会の同意を求めるものでございます。八頭郡智頭町大字大内６

９１番地、中野ゆかり、昭和４２年１１月１４日生まれ。以上でございます。 
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○議長（南肇）  説明は終わりました。 

これから質疑を行います。ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（南肇）  質疑なしと認めます。 

次に、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（南肇）  討論なしと認めます。 

以上で質疑並びに討論を終結し、直ちに採決を行います。 

これから、議案第６８号 智頭町監査委員の選任についてを採決します。 

お諮りします。本案は、これに同意することに賛成の方は、起立を願いします。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（南肇）  起立多数です。したがって、本案に同意することに決定しまし

た。 

中野ゆかり議員の復席を認めます。 

（中野ゆかり議員 復席） 

 

日程第８．閉会中の継続調査の申し出について 

 

○議長（南肇）  日程第８、閉会中の継続調査の申し出についてを議題とします。 

総務常任委員長、民生常任委員長、議会広報常任委員長、議会運営委員長より、

閉会中の継続調査の申し出が出されております。 

お諮りします。各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（南肇）  異議なしと認めます。よって、各委員長の申し出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定しました。 

以上で本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

平成２７年第２回智頭町議会臨時会を閉会します。 

 

閉 会  午後３時３１分 
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